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個人情報等管理規程 

 

（目 的） 

  第１条 本規程は、公益社団アマヤドリ(以下、「法人」という。)「個人情報保護に関

する基本方針」に従い、個人情報等(「個人情報の保護に関する法律」第２条

第１項および「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律」(以下「番号法」という。)第２条第３項に規定する個人情報をい

い、番号法第２条第８項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ)の適正な

取扱いに関してこの法人の役職員等が遵守すべき事項を定め、これを実施運用

することにより個人情報を適切に保護・管理することを目的とする。 

 

（定 義） 

  第２条 本規程および本規程に基づいて策定される規則等において使用する用語に つ

いては、次のとおりとする。 

 ① 個人情報 

｢個人情報｣とは、個人情報保護法第２条第１項に規定する生存する個人に関す

る情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特

定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することがで

き、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）

または個人識別符号が含まれるものをいう。 

 ② 要配慮個人情報 

｢要配慮個人情報」とは、個人情報保護法第２条第３項に規定する個人情報で

あって、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を

被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないよ

うにその取扱いに特に配慮を要するものとして法令で定める記述等が含まれる

ものをいう。 

 ③ 個人番号 

｢個人番号」とは、番号法第７条第１項または第２項の規定により、住民票コ

ードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票

に係る者を識別するために指定されるものをいう。 

 ④ 特定個人情報 

｢特定個人情報｣とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいう。 

 ⑤ 特定個人情報等 

｢特定個人情報等」とは、特定個人情報および関連情報を併せたものをいう。 

 ⑥ 個人番号関係事務 

｢個人番号関係事務｣ とは、番号法第９条第３項の規定により個人番号利用事

務 に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をい

う。 

 ⑦ 個人情報データベース等 

｢個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合で、次に掲げる

ものをいう。 

ア 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系

的に構成したもの 

イ 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができる

ように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするた

め のものを有するもの 

 ⑧ 個人データ 
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｢個人データ｣とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 

 ⑨ 保有個人データ 

「保有個人データ」とは、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、

消去および第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ

であって、 その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害される

ものとして法令 で定めるもの以外のものをいう。 

 ⑩ 本 人 

｢本人｣とは、当該個人情報によって識別される、または識別され得る生存する

特定の個人をいう。 

 ⑪ 役職員等 

｢役職員等｣とは、この法人に所属するすべての理事、監事、職員をいう。 

 ⑫ 個人情報管理責任者 

｢個人情報管理責任者｣とは、代表理事によって指名された者であって、個人情

報保護に関する法令遵守計画に関する責任と権限を有するものとする。 

 

（適用範囲） 

  第３条 本規程は、すべての役職員等に適用する。また、退職後においても在任または

在籍中に取得・アクセスした個人情報等については、本規程に従うものとす

る。 

    ２ 顧問およびこの法人の事業について委嘱または依頼を受けた者が、この法人の

業務に従事する場合には、当該従事者は、本規程を遵守しなければならない。 

    ３ 前項の従事者を管理する立場にある者は、当該従事者に対し、本規程の遵守を

確保するために必要な措置を講じなければならない。 

 

（個人情報管理責任者） 

  第４条 この法人においては、代表理事を個人情報管理責任者とする。 

    ２ 個人情報管理責任者は、必要に応じて、この法人で取り扱う個人情報等につい

て本規程に定める諸事項を実施・徹底するため、個人情報保護に関する法令遵

守計画等の細則を策定しなければならない。 

    ３ 個人情報管理責任者は、本規程等の適正な実施および運用を図り、個人情報等

が外部に漏洩したり、不正に使用されたり、あるいは改竄されたりすること等

がないように管理する責を負う。 

 

（個人情報等の取得） 

  第５条 個人情報等の取得は、適法かつ公正な方法によって行い、偽りその他不正な手

段によって取得してはならない。また、要配慮個人情報については、原則とし

て法令で定める場合を除き、事前に本人の同意を得ないで取得することができ

ない。 

    ２ 個人情報等を取得する場合には、本人（本人が未成年者の場合はその保護者。

以下「本人等」という。）に対して、次に掲げる事項またはそれと同等以上の

内容の事項を、通知し、または公表しなければならない。 

 ① この法人の名称、個人情報管理責任者の氏名および連絡先 

 ② 個人情報等の利用目的 

 ③ 保有個人データに関する次に掲げる権利の存在および当該権利行使のため

の方法 

ア 当該データの利用目的の通知を求める権利 

イ 当該データの開示を求める権利および第三者提供の停止を求める権利 

ウ 当該データに誤りがある場合にその内容の訂正、追加または削除を求める
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権利 

 エ 当該データの利用の停止または消去を求める権利 

    ３ 前項において、本人から書面（電磁的記録を含む）に記載された個人情報を直

接取得する場合には、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなけれ

ばならない。ただし、人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要が

ある場合は、この限りでない。 

 

（利用目的および個人情報の利用） 

  第６条 個人情報等を取り扱うに当たっては、事前にその利用目的を明確に定めるもの

とし、当該利用目的は、別に定める「公益社団法人アマヤドリが業務上保有す

る個人情報等の利用目的」に定めるこの法人の業務において必要な範囲であ

り、かつ本人等から同意を得、または通知もしくは公表した利用目的（前条第

３項第１号の事業の承継の場合には、承継前の利用目的）の範囲内でなければ

ならない。 

    ２ 特定個人情報を除き、利用目的を変更することができる。ただし、本人の同意

を必要とするとともに、変更前の利用目的と関連性を有する範囲内とする。 

 

（個人データの第三者提供） 

  第７条 法令で定める場合を除き、個人データを第三者に提供してはならない。 

    ２ 前項の定めにかかわらず、この法人の業務を遂行するために当該業務等の一部

または全部を第三者に委託する必要がある場合には、次に掲げる条件を満たす

業務委託先に限り、本人等が事前承諾した利用目的の範囲内において個人デー

タ(要配慮個人情報を除く)を当該業務委託先に対して提供できるものとする。 

 ① 社会通念上相当な事業活動を営む者であること 

 ② 個人情報等の保護に関し、本規程と同等以上の規程を有し、かつその適正

な運用および実施がなされている者であること 

 ③ この法人との間に、適正な内容の個人情報等の保護に関する定めを締結

し、これを遵守することが見込まれる者であること 

    ３ 前項の業務委託を行う場合は、事前に個人情報管理責任者による承諾を得なけ

ればならない。 

    ４ 本条第２項の定めに従い、個人情報等を取り扱う業務を第三者に委託した場合

には、この法人が当該業務委託先に課した個人情報等の適切な管理義務が、確

実に遵守されるよう適時、確認・指導するものとする。 

 

（個人データの正確性確保） 

  第８条 個人情報等は、利用目的達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に

保つよう管理運営しなければならない。 

 

（安全管理） 

  第９条 個人情報管理責任者は、個人データの安全管理のため、個人データの不正アク

セス、漏洩、滅失または毀損防止に努めるものとする。 

    ２ 個人情報管理責任者は、必要に応じて個人データの安全管理のため、必要かつ

適正な措置を定めるものとし、当該個人データを取り扱う役職員等に遵守させ

なければならない。 

 

（役職員等の監督） 

 第１０条 個人情報管理責任者は、個人データの安全管理が図られるよう、個人情報等を

扱う役職員等に対して必要かつ適切な指導・監督を定期的に行わなければなら
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ない。 

 

（個人データの消去・廃棄） 

 第１１条 利用する必要がなくなった個人データについては、直ちに当該個人情報等を消

去・破棄しなければならない。 

    ２ 個人情報管理責任者は、個人データの消去・破棄を行うに当たり、消去・廃棄

の日、消去・廃棄した個人データの内容および消去・廃棄の方法を書面に記録

し、これをこの法人の「組織運営管理規程第5章文書管理」に定める期間、保

存しなければならない。 

 

（通報および調査義務等） 

 第１２条 役職員等は、個人情報等が外部に漏洩していることを知った場合またはそのお 

それがあると気づいた場合には、直ちに個人情報管理責任者に通報しなければ

ならない。 

    ２ 個人情報管理責任者は、個人情報等の外部への漏洩について役職員等から通報

を受けた場合には、直ちに事実関係を調査しなければならない。 

 

（報告および対策） 

 第１３条 個人情報管理責任者は、前条に基づく事実関係の調査の結果、個人情報等が 

外部に漏洩していることを確認し、本人の権利または正当な利益が害されるお

それがある場合には、直ちに次の各号に掲げる事項を代表理事のほか、影響を

受ける可能性のある本人ならびに個人情報保護委員会等の関係機関に報告しな

ければならない。 

 ① 漏洩した個人情報等の範囲 

 ② 漏洩先 

 ③ 漏洩した日時 

 ④ その他調査で判明した事実 

    ２ 個人情報管理責任者は、代表理事ならびに関係機関とも相談の上、当該漏洩に

ついての 具体的対応および対策を講じるともに、再発防止策を策定しなけれ

ばならない。 

 

（保有個人データの利用目的の通知請求） 

 第１４条 本人から、当該本人が識別される保有個人データについて、利用目的の通知 

を求められた場合は、遅滞なくこれに応じるものとする。 

 

（保有個人データの開示請求） 

 第１５条 本人から、当該本人が識別される保有個人データについて、開示を求められ 

た場合は、遅滞なく、当該本人が請求した方法により開示するものとする。 

 

（保有個人データの訂正等請求） 

 第１６条 本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという 

理由によって、当該保有個人データの訂正、追加または削除を求められた場合

は、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づいて訂正、追加または削除を

行うものとする。また訂正、追加または削除を行った場合は、その旨およびそ

の内容を本人に遅滞なく通知するものとする。 

 

（保有個人データの利用停止等請求または提供の拒否権） 

 第１７条 本人から、当該本人が識別される保有個人データについて、利用の停止または 
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消去の請求があった場合は、これに応じるものとする。ただし、次に掲げるい

ずれかに該当する場合は、この限りではない。 

 ① 法令の規定による場合 

 ② 本人または公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必

要な場合 

 

（苦情の処理） 

 第１８条 この法人の個人情報等の取扱いに関する苦情の窓口業務は、事務局が担当す 

る。 

    ２ 個人情報管理責任者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備ならび

に支援を行う。 

    ３ 個人情報管理責任者は、適宜、苦情の内容について代表理事に報告するものと

する。 

 

（個人情報等に関する取扱規則） 

 第１９条 個人情報ならびに特定個人情報に関する取扱いの細則については、代表理事が

別に定めるものとする。 

 

附則 

 

（施行日） 

  第１条 本規程は、公益社団法人認定時２０２５年２月２６日から実施する。 

 

（改廃） 

  第２条 本規程は、理事会の決議により、改廃する。 

制定 ２０２５年２月２６日 

 

 

≪公益社団法人アマヤドリが業務上保有する個人情報等の利用目的≫ 

１ この法人が保有する特定個人情報を除く個人情報は、青少年の育成および

母子等の支援をすることを目的としてこの法人が行う次の事業に利用する。 

 ① インターネットにて支援を必要とする青少年・母子等の声を周知させる情

報発信事業 

 ② 支援を必要とする青少年・母子等の現状を講演会で訴えて啓発を図る講演

会事業 

 ③ 支援を必要とする青少年・母子等を保護し精神的ケアを行う保護事業およ

び相談支援事業 

 ④ 支援を必要とする青少年・母子等への職業能力の開発または雇用機会充実

のための事業 

 ⑤ 住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、

相談その他の援助 

 ⑥ 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定および向上に関する情

報の提供、相談その他の援助 

 ⑦ 登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証 

 ⑧ 支援を必要とする青少年・母子等に対する一時保護シェルター事業 

 ⑨ 支援を必要とする青少年・母子等に対する住居支援事業 

 ⑩ 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと 

 ⑪ その他公益目的を達成するために必要な一切の事業 
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２ 法人が保有する特定個人情報は、次の目的および範囲においてのみに利用

する。 

 ① 目的 

ア 役職員等(扶養家族を含む)に係る個人番号関係事務(下記に関連する事務

を含む) 

・給与所得･退職所得の源泉徴収票作成事務 

・雇用保険届出事務・労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務 

・健康保険･厚生年金保険届出事務・国民年金の第三号保険者の届出事務 

・その他、上記に付随する手続事務 

イ 役職員等以外の個人に係る個人番号関係事務(下記に関連する事務を含む)  

・報酬･料金等の支払調書作成事務 

・配当、剰余金の分配および基金利息の支払調書作成事務 

・不動産の使用料等の支払調書作成事務 

・不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務 

② 範 囲 

ア  役職員等および配偶者ならびに扶養家族に係る個人番号関係事務に関し

て取得した個人番号および個人番号とともに管理される氏名、生年月日、性

別、住所等 

イ 役職員等以外の個人に係る個人番号関係事務に関して取得した個人番号お

よび個人番号とともに管理される氏名、生年月日、性別、住所等 

ウ 税務署、公共職業安定所、日本年金機構、健康保険組合、労働基準監督

署、市区町村等に提出するために作成した源泉徴収票等、健康保険・厚生年金

保険被保険者資格取得届・喪失届等、法定調書、その他書類等およびこれらの

控え 

以 上 


